
シ
ス
テ
ム
利
用
料

○
 

市
内
業
者
（
大
竹
市
に
本
社
が
あ
る
）

無
料

○

市
外
業
者

　
１
申
請
当
た
り
１
５
４
０
円
（
税
込
み
）

　
支
払
い
方
法
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

コ
ン
ビ
ニ
払
い
、
ペ
イ
ジ
ー
（
銀
行
振
込

サ
ー
ビ
ス
）
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。
シ
ス
テ
ム
内
に
支
払
い
画
面
が

表
示
さ
れ
ま
す
。
市
役
所
へ
の
直
接
の
支

払
い
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
。
支
払
い

は
申
請
期
間
内
に
完
了
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
変
更
申
請
（
資
格
の
区
分
お
よ
び
項

目
の
追
加
・
変
更
含
む
）
に
は
、
シ
ス
テ

ム
利
用
料
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

申
請
方
法

　
電
子
申
請
の
み
で
す
。

　

申
請
書
や
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
専
用
申
請
サ
イ
ト
に

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

電
子
申
請
サ
イ
ト

https://bid-entry.com
/

※
電
子
申
請
サ
イ
ト
は
、
期
間
中
24
時
間

利
用
で
き
ま
す
が
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど

に
よ
り
、
一
時
的
に
利
用
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

講
習
回
数

　
講
義
12
回
、
問
題
対
策
２
回

定　

員　

10
人

申
し
込
み
期
限　

７
月
15
日
㈬

○
調
理
師
試
験
事
前
講
習

と　

き

　
８
月
20
日
㈭
・
21
日
㈮

　
い
ず
れ
も
９
時
〜
17
時
30
分

と
こ
ろ

　
県
飲
食
業
生
活
衛
生
同
業
組
合

定　

員　

10
人

申
し
込
み
期
限　
７
月
31
日
㈮

○
家
計
管
理
セ
ミ
ナ
ー

（
教
育
資
金
の
準
備
と
奨
学
金
に
つ
い
て
）

と　

き

　
７
月
12
日
㈰　
13
時
〜
15
時

受
講
方
法

　

ウ
ェ
ブ
講
座
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
ラ
イ

ブ
配
信
）

定　

員　

10
人

申
し
込
み
期
限　

７
月
５
日
㈰

○
日
商
簿
記
３
級
試
験
対
策
講
座

事
前
説
明
会

　
７
月
19
日
㈰　
11
時
〜
11
時
30
分

受
講
方
法

　

ウ
ェ
ブ
講
座
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
ラ
イ

ブ
配
信
）

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー
事
業
の
一
環
と
し
て
、
次
の
と
お

り
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。
講
座
・
セ
ミ

ナ
ー
受
講
料
は
全
て
無
料
で
す
。

※
テ
キ
ス
ト
代
や
通
信
料
な
ど
は
自
己
負

担対　

象

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父
、
子

（
18
歳
以
上
20
歳
未
満
）、
寡
婦
、
離
婚
前

の
困
難
を
抱
え
る
母
ま
た
は
父
（
離
婚
調

停
中
な
ど
）

申
し
込
み
方
法

　

県
ひ
と
り
親
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か

ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

第1回 8月2日 第8回 ９月27日

第2回 8月9日 第9回 10月4日

第3回 8月16日 第１0回 10月11日

第4回 8月23日 第１1回 10月18日

第5回 8月30日 第１2回 10月25日

第6回 9月6日 第１3回 11月1日

第7回 9月13日 第１4回 11月8日

詳しくは
市ホームページから。

家計管理セミナー

講習日程 ※いずれも日曜日

日商簿記３級試験対策講座
調理師試験事前講習

問
い
合
わ
せ

　

県
ひ
と
り
親
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー　

☎
０
８
２
‐
２
２
７
‐
２
３
７
７

ひ
と
り
親
家
庭
の
た
め
の

就
業
支
援
講
習
会

受
講
者
募
集

休
止
申
請
な
ど
を
し
ま
し
ょ
う
。
固
定
電

話
の
利
用
休
止
は
国
際
電
話
不
取
扱
受

付
セ
ン
タ
ー
（
無
料
）
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。
携
帯
電
話
は
、
端
末
や
Ｏ
Ｓ
に
よ
っ

て
は
、
発
着
信
の
利
用
休
止
設
定
が
可

能
で
す
。
携
帯
電
話
会
社
が
提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

〇 

困
っ
た
と
き
は
、
お
住
ま
い
の
自
治
体

の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
（
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

１
８
８
）。
総
務
省
が
実
施
し
て
い
る

「
迷
惑
電
話
対
策
相
談
セ
ン
タ
ー
（
で

ん
わ
ん
セ
ン
タ
ー
）」
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
被
害
の
相
談
は
警
察
で
も

で
き
ま
す
（
警
察
相
談
専
用
電
話
♯

９
１
１
０
）。

（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
見
守
り
新
鮮
情
報

第
５
３
７
号
よ
り
）

【
事
例
１
】

　

最
近
「
＋
１
」
か
ら
始
ま
る
国
際
電
話

が
多
く
か
か
っ
て
く
る
。
電
話
に
出
て
も

無
言
だ
っ
た
。
国
際
電
話
の
受
電
を
拒
否

す
る
設
定
を
し
た
い
が
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
。（
60
代
）

【
事
例
２
】

　

自
動
音
声
で
、
数
時
間
後
に
電
話
が
使

え
な
く
な
る
と
い
う
不
審
な
電
話
が
あ
っ

た
。「
１
」を
押
せ
と
言
わ
れ
て
押
し
た
ら
、

電
話
口
に
人
が
出
て
、
名
前
と
生
年
月
日

を
聞
か
れ
て
答
え
た
と
こ
ろ
、
間
違
い

だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
切
ら
れ
た
。
着
信
履

歴
か
ら
海
外
の
着
信
だ
と
知
っ
た
。
今
後

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。（
80
代
）

【
ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス
】

○
 

海
外
か
ら
の
知
ら
な
い
国
際
電
話
が
増
え

て
い
ま
す
。「
＋
１
」
や
「
＋
44
」
な
ど
、

「
＋
」
か
ら
始
ま
る
電
話
番
号
は
海
外
か

ら
の
ダ
イ
ヤ
ル
番
号
に
な
り
ま
す
。
心
当

た
り
の
な
い
国
際
電
話
は
詐
欺
の
電
話
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
で
す
。
怪
し
い
電
話

に
は
出
な
い
、
折
り
返
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
も
し
、
電
話
に
出
て
し
ま
っ

た
場
合
で
も
、
絶
対
に
個
人
情
報
は
伝

え
ず
、
す
ぐ
に
電
話
を
切
り
ま
し
ょ
う
。

○
 

国
際
電
話
を
利
用
し
な
い
方
は
、
利
用

　

令
和
６・
７・
８
年
度
に
市
が
発
注
す
る

物
品
の
製
造
・
販
売
お
よ
び
役
務
の
提
供

な
ど
の
入
札
な
ど
に
参
加
を
希
望
す
る
方

の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
追
加
受
け

付
け
を
行
い
ま
す
。

　

す
で
に
「
令
和
６・
７・
８
年
度
物
品
調

達
及
び
業
務
委
託
等
の
入
札
参
加
資
格
認

定
」
を
受
け
て
い
る
方
は
、
今
回
の
申
請

は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
資
格
の
区
分
お

よ
び
項
目
の
追
加
・
変
更
の
あ
る
方
は
申

請
が
必
要
で
す
。

申
請
期
間

　
７
月
６
日
㈪
〜
21
日
㈫

補
正
期
間

　
７
月
６
日
㈪
〜
31
日
㈮

　

申
請
書
類
の
不
備
を
修
正
す
る
期
間

（
補
正
期
間
）
を
設
け
ま
す
。
補
正
が
行

わ
れ
ず
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
に
「
審
査
済

み
」
と
な
ら
な
い
申
請
は
、
申
請
を
取
り

消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

正義の味方
引っかからないカモくん

「+」で始まる
番号に注意！

自己解決をサポートする
消費者トラブル FAQ

（よくある質問）

国際電話不取扱
受付センター

でんわんセンター

問い合わせ
　◆市消費生活センター（産業振興課内）　☎ 57-3236
　　【相談日】火・金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　  9 時～ 12 時・13 時～ 16 時
　◆消費者ホットライン　☎  188（泣き寝入りイヤヤ）

問い合わせ
　監理課　☎ 59-2160

消費者
シリーズ
消費者
シリーズ
No.302No.302

海外からの
不審な電話にご注意！

物品調達及び業務委託等の
入札参加資格審査受け付け
（追加分）
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